
 

 

 

 

 

NHK受信料の未払いについて 

（カーナビ８台） 
 

１.事案の内容 

庁用車に設置したテレビ機能付きカーナビについて、日本放送協会（ＮＨＫ）

と受信契約が締結できておらず、受信料の未払いがあったことが判明した。 

未払い金額が確定次第、設置時に遡り全額支払う手続きを進めていく。 

【対象】 

庁用車カーナビ８台（市長部局５台、市民病院３台） 

 

【未払い金額】※本市での試算金額になります。 

約１１０万円（算定期間：設置月～令和７年(2025年)３月） 

 

【未払い期間】 

 最長：１３年１か月（平成２４年（2012）２月～令和７年（2025年）３月） 

 最短： ２年３か月（令和４年（2022）１２月～令和７年（2025年）３月） 

 

２.原因 

庁用車に設置したテレビ機能付きカーナビについて、個別にＮＨＫとの受信

契約が必要であるという認識が不足していたことによる。 

 

３.今後の対策 

業務上、テレビ機能が不要な機器については、受信しないものに変更するな

どの対策を講じていく。 

プレスリリース ２０２５ (令和７)年６月２日 

【本件に対する問い合わせ先】 

さぬき市総務部総務課 担当 井上・小河 

電話 087-894-1111 Email somu@city.sanuki.lg.jp 

□ 取材依頼  □ 募集告知 

□ 周知依頼  ■ その他 

 


